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は
じ
め
に

　

裁
許
絵
図
と
は
、
近
世
期
、
村
落
や
共
同
体
間
の
村
境
や
山
林
原
野
・
河
川
・
用

水
・
浦
な
ど
を
巡
る
争
論
に
対
し
、
幕
府
の
裁
判
機
関
で
あ
る
評
定
所
で
下
さ
れ
た

裁
許
の
証
拠
と
し
て
作
成
さ
れ
た
絵
図
で
あ
る
。「
裁
許
裏
書
絵
図
」
と
も
呼
ば
れ
、

裁
許
内
容
を
絵
図
に
示
し
、
裏
に
裁
許
文
（
判
決
文
）
を
記
し
た（

（
（

。

　

一
般
的
に
評
定
所
で
作
ら
れ
た
裁
許
絵
図
の
場
合
、
大
き
く
厚
い
料
紙
に
凡
例
付

の
大
変
詳
細
な
絵
図
が
描
か
れ
、
そ
の
裏
面
に
は
儒
者
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
裁
許

文
と
、
裁
許
を
担
当
し
た
奉
行
の
名
が
書
か
れ
、
奉
行
自
身
に
よ
り
捺
印
が
な
さ
れ

る
。
ま
た
、
絵
図
に
は
墨
色
で
裁
許
線
（
決
定
し
た
境
界
線
）
が
引
か
れ
、
そ
の
線

上
に
も
担
当
奉
行
の
印
が
押
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
本
稿
で
紹
介
す
る
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
久
崎
家
文
書
「
七
沢

村
と
煤
ヶ
谷
村
田
畑
境
并
山
論
裁
許
絵
図
」（
図
1
・
図
2
・
図
3
）
は
、
裁
許
絵

図
で
は
あ
る
が
そ
れ
ら
の
特
徴
と
は
様
相
を
異
に
す
る
。
こ
の
資
料
が
ど
の
よ
う
な

特
徴
の
あ
る
絵
図
で
あ
る
の
か
考
察
を
試
み
た
い
。

一　

七
沢
村
と
煤
ヶ
谷
村
田
畑
境
并
山
論
裁
許
絵
図

　
「
七
沢
村
と
煤
ヶ
谷
村
田
畑
境
并
山
論
裁
許
絵
図
」
を
含
む
久
崎
家
文
書
は
、
相

模
国
愛
甲
郡
七
沢
村
（
現
在
の
厚
木
市
七
沢
）
の
名
主
を
務
め
た
久
崎
家
に
伝
わ
っ

た
資
料
群
で
あ
る
。
年
代
は
近
世
初
期
～
明
治
中
期
に
わ
た
り
、
総
件
数
は
五
百
三

十
二
件
を
数
え
る
。
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
は
、
こ
の
久
崎
家
文
書
を
貴
重
な
地

方
文
書
群
と
し
て
長
く
借
用
し
て
き
た
が
、
平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）、
久
崎
家

よ
り
譲
ら
れ
、
所
蔵
資
料
と
な
っ
た
。

　

中
で
も
今
回
取
り
上
げ
る
「
七
沢
村
と
煤
ヶ
谷
村
田
畑
境
并
山
論
裁
許
絵
図
」
は
、

相
模
国
愛
甲
郡
七
沢
村
と
同
郡
煤
ヶ
谷
村
の
村
境
争
論
に
対
し
て
慶
安
二
年
（
一
六

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

　

 

裁
許
絵
図　

境
界
争
論　

江
戸
時
代　

慶
安
二
年　

旧
幕
裁
許
絵
図
目
録

【
要
旨
】

　

神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
「
七
沢
村
と
煤
ヶ
谷
村
田
畑
境
并
山
論
裁
許
絵

図
」（
久
崎
家
文
書
）
の
紹
介
。
こ
の
資
料
は
慶
安
二
年
検
使
巡
見
の
際
に
村
で

作
成
さ
れ
た
裁
許
絵
図
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
素
朴
で
簡
素
な
形
状
を
し
て
い
る
と

考
察
し
た
。
一
方
、
同
所
で
起
こ
っ
た
宝
暦
期
の
争
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
裁
許

絵
図
の
正
確
性
が
乏
し
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
絵
図
に
描
か

れ
た
朱
の
裁
許
線
に
従
う
姿
勢
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
絵
図
は
「
旧
幕
裁
許

絵
図
目
録
」
に
も
掲
載
さ
れ
、
幕
府
も
重
要
ま
た
は
必
要
と
認
識
し
て
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

根　

本　

佐
智
子

【 

資
料
紹
介 

】

神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
　

七
沢
村
と
煤
ヶ
谷
村
田
畑
境
并
山
論
裁
許
絵
図
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図 1　七沢村と煤ヶ谷村田畑境并山論裁許絵図　絵図

図 2　七沢村と煤ヶ谷村田畑境并山論裁許絵図　裁許文
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四
九
）
五
月
朔
日
に
下
さ
れ
た
裁
許
絵
図
で
あ
る（

（
（

。
七
沢
村
は
現
在
の
厚
木
市
七
沢
、

煤
ヶ
谷
村
は
愛
甲
郡
清
川
村
煤
ヶ
谷
に
あ
た
り
、
争
わ
れ
た
村
境
は
厚
木
市
・
清
川

村
の
境
界
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
こ
の
裁
許
絵
図
と
同
時
代
の
関
連

資
料
は
久
崎
家
文
書
に
は
現
存
し
て
お
ら
ず
、
争
論
が
ど
の
よ
う
に
起
こ
っ
た
か
を

知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

村
々
で
起
こ
っ
た
争
論
に
対
し
、
幕
府
に
よ
る
裁
許
内
容
を
記
す
裁
許
状
の
形
態

は
、
三
奉
行
ら
連
判
の
裁
許
文
の
み
を
記
す
裁
許
書
下
と
、
同
じ
く
三
奉
行
ら
連
判

の
裁
許
内
容
を
記
す
絵
図
の
裏
面
に
裁
許
文
を
記
し
た
裁
許
絵
図
（
裁
許
裏
書
絵

図
）、
村
か
ら
差
上
げ
る
形
式
の
裁
許
証
文
（
請
書
・
上
証
文
）
な
ど
が
あ
る（

（
（

が
、

こ
の
時
の
七
沢
村
と
煤
ヶ
谷
村
間
に
お
け
る
村
境
争
論
に
お
い
て
は
、
裁
許
絵
図
の

形
態
で
作
成
さ
れ
た
。

　

絵
図
の
大
き
さ
は
六
〇
・
五
×
九
二
・
〇
㎝
で
、
薄
い
紙
を
六
枚
繋
ぎ
合
わ
せ
た

も
の
を
使
用
し
て
お
り
、
大
型
で
、
厚
い
料
紙
で
作
成
さ
れ
る
一
般
的
な
裁
許
絵
図

と
は
印
象
が
異
な
る
。
表
面
に
絵
図
が
描
か
れ
、
朱
の
裁
許
線
で
定
め
ら
れ
た
境
界

を
示
し
、
そ
の
裏
面
に
は
裁
許
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

裁
許
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　

相
州
七
沢
村
と
煤
ヶ
谷
村
田
畑
境
并
山
論
之
事　

見
分
之
上
遂
穿
鑿
、
表
書
之
通
麓
は
煤
ヶ
谷
七
沢
古
田
之
境
を
用
、
か
ね
か
嶽

ま
て
ハ
前
々
之
道
を
き
り
、
其
よ
り
大
小
屋
と
き
わ
た
か
を
の
峯
を
三
峯
之
一

本
杉
へ
見
通
し
、
杉
ケ
谷
之
澤
を
く
ら
ほ
ね
と
上
か
ら
沢
山
之
沢
迄
絵
図
に
朱

引
を
し
加
印
判
候
、
朱
引
よ
り
北
は
煤
ヶ
谷
分
、
南
は
御
運
上
之
地
ニ
申
付
候

間
、
可
相
守
此
旨
、
但
麓
二
塚
よ
り
北
新
畑
論
所
之
儀
、
只
今
迄
有
来
分
は
可

為
如
先
規
、
自
今
以
後
新
畑
立
出
不
可
仕
、
為
其
双
方
へ
如
此
証
文
下
置
者
也

　
　

慶
安
弐
丑
五
月
朔
日　
　

勘
左
衛
門　
　

㊞　

  

（
勘
定　

設
楽
能
利
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
郎
右
衛
門　

㊞　

  

（
勘
定　

雨
宮
忠
俊
）

図 3　七沢村と煤ヶ谷村田畑境并山論裁許絵図　絵図トレース
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与
兵
衛　
　
　

㊞　

  

（
目
付　

黒
川
正
直
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

半
左
衛
門　
　

㊞　

  

（
目
付　

猪
飼
正
久
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新　

蔵　
　
　

㊞　

  

（
新
番
頭　

北
條
氏
長
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

越　

前　
　
　
印　

  

（
大
目
付　

宮
城
越
前
守
和
甫
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
沢
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

名
主
百
姓
中

　

差
出
の
署
名
か
ら
、
こ
の
時
裁
定
を
下
し
た
の
は
勘
左
衛
門
（
勘
定
設
楽
能
利
）・

次
郎
右
衛
門
（
勘
定
雨
宮
忠
俊
）・
与
兵
衛
（
目
付
黒
川
正
直
）・
半
左
衛
門
（
目
付

猪
飼
正
久
）・
新
蔵
（
新
番
頭
北
條
氏
長
）・
越
前
（
大
目
付
宮
城
越
前
守
和
甫
）
の

六
名
と
わ
か
る
。

　

江
戸
時
代
初
期
に
は
、
出
訴
さ
れ
た
各
地
の
争
論
に
対
し
、
幕
府
よ
り
検
使
が
派

遣
さ
れ
、
争
論
の
現
地
を
見
分
し
て
裁
定
を
下
す
と
い
う
形
が
取
ら
れ
て
い
る
。
特

に
検
使
は
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）・
同
十
五
年
・
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
を
は

じ
め
、
こ
の
裁
許
絵
図
が
作
成
さ
れ
た
慶
安
二
年
に
も
派
遣
さ
れ
て
お
り
、『
徳
川

実
紀
』
慶
安
二
年
三
月
二
十
八
日
の
項
に
は
「
大
目
付
宮
城
越
前
守
和
甫
。
目
（
マ
マ
）付北

條
新
蔵
。
猪
飼
半（マ
マ
）右衛

門
正
景
。
黒
川
與
兵
衛
正
直
廻
国
の
事
命
ぜ
ら
れ
い
と
ま
給

ふ
。」、
同
七
月
十
六
日
の
項
に
「
各
國
巡
視
に
ま
か
り
し
大
目
付
宮
城
越
前
守
和
甫
。

新
番
頭
北
條
新
蔵
正
房
。
目
付
猪
飼
半
左
衛
門
正
景
。
黒
川
與
兵
衛
正
直
歸
り
ま
い

る
。」
と
あ
り
、
三
月
二
十
八
日
か
ら
七
月
十
六
日
の
間
、
検
使
と
し
て
こ
の
六
名

が
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

　

宮
原
一
郎
氏
の
研
究（

（
（

に
よ
る
と
、
慶
安
二
年
の
検
使
は
武
蔵
国
を
皮
切
り
に
、
相

模
・
信
濃
・
上
野
・
常
陸
・
下
総
と
廻
村
し（

（
（

、
廻
村
中
と
考
え
ら
れ
る
四
～
七
月
の

日
付
の
裁
許
状
（
裁
許
書
下
十
五
枚
、
裁
許
絵
図
一
枚
）
計
十
六
枚（

（
（

が
確
認
さ
れ
て

い
る
。
宮
原
氏
は
信
濃
国
の
事
例
か
ら
こ
の
時
の
検
使
は
論
所
見
分
だ
け
で
な
く
、

そ
の
場
で
裁
許
状
の
発
給
ま
で
行
っ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
相
模

国
に
お
い
て
は
四
月
二
十
六
日
に
高
座
郡
座
間
村
・
鶴
間
村
（
現
座
間
市
、
相
模
原

市
・
大
和
市
）
の
入
会
地
の
境
争
論（

（
（

、
四
月
二
十
八
日
に
は
同
郡
柳
島
村
と
南
湖
村

（
現
茅
ヶ
崎
市
）
の
浜
の
境
争
論（

（
（

に
対
し
て
も
裁
許
書
下
が
確
認
で
き
る
。
高
座
郡

座
間
村
・
鶴
間
村
の
裁
許
書
下
、
同
柳
島
村
と
南
湖
村
の
裁
許
書
下
に
も
、
検
使
宮

城
・
北
條
・
猪
飼
・
黒
川
・
雨
宮
・
設
楽
の
六
名
の
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ

ら
は
同
時
期
の
検
使
巡
見
の
中
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
し
て
検
使
は
五
月
一
日
に
は
愛
甲
郡
七
沢
村
・
煤
ヶ
谷
村
の
村
境
争
論
を
裁
定

し
、
こ
の
裁
許
絵
図
が
発
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
裁
許
絵
図
で
は
境
界
線
は
墨
色
で

描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
絵
図
は
朱
色
で
引
か
れ
て
い
る
。
山
や
丘
陵
を
緑
、

道
を
赤（

（
（

で
描
く
こ
と
は
類
例
通
り
で
あ
る
が
、
沢
や
田
畑
は
墨
書
き
の
ま
ま
で
彩
色

は
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
彩
色
凡
例
も
な
い
。
料
紙
も
薄
く
簡
素
で
、
絵
図
の
描
き
方

も
他
の
評
定
所
作
成
と
考
え
ら
れ
る
裁
許
絵
図
に
比
べ
、
簡
素
で
素
朴
な
た
め
、
村

で
作
成
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
裁
許
絵
図
も
柳
島
・
南
湖
村
、

座
間
村
・
鶴
間
村
に
出
さ
れ
た
裁
許
書
下
と
同
様
、
現
地
で
作
成
、
発
給
さ
れ
た
と

考
え
れ
ば
、
上
質
な
紙
を
用
意
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
こ
の
よ
う
な
形
の
裁
許
絵
図

と
な
っ
た
こ
と
に
も
合
点
が
ゆ
く
。
本
来
裁
許
書
下
が
発
給
さ
れ
る
は
ず
が
、
急
遽

絵
図
の
発
行
が
必
要
に
な
り
、
村
側
が
作
成
し
た
絵
図
を
利
用
し
て
、
裁
許
絵
図
に

仕
立
て
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
確
認
で
き
る
慶
安
二
年
の
検
使
に
よ
る
裁
許
状
十
六

件
の
う
ち
裁
許
絵
図
の
形
式
を
取
っ
て
い
る
の
は
こ
の
資
料
が
唯
一
で
あ
る
。
境
界

が
山
間
部
で
あ
る
た
め
見
通
し
も
効
か
ず
、
座
間
村
・
鶴
間
村
争
論
の
裁
許
の
様
に

目
印
の
境
塚
を
築
く
こ
と
も
、
塚
の
上
に
西サ

イ
カ
チ

海
子
（
皁
莢
）
の
木
を
植
え
る
こ
と
も

か
な
わ
ず
、
境
界
の
複
雑
性
か
ら
絵
図
で
残
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

− 62 −

神奈川県立博物館研究報告−人文科学−第49号（2022年12月）



　
二　

七
沢
村
と
煤
ヶ
谷
村
の
境
界

　

で
は
、
こ
の
時
決
ま
っ
た
境
と
は
ど
の
よ
う
な
境
界
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
絵
図

に
は
、
境
界
線
と
し
て
朱
線
が
引
か
れ
て
い
る
。
そ
の
朱
線
は
「
煤
ヶ
谷
村
分
古
田
」

と
「
七
沢
村
分
古
田
」
の
間
か
ら
「
か
ね
か
た
け
」
ま
で
は
尾
根
道
を
、「
か
ね
か

た
け
」
で
直
角
に
曲
が
り
、
沢
（
谷
太
郎
川
か
）
を
渡
り
、「
大
小
屋
沢
」
と
「
木

わ
た
か
尾
」
の
峯
を
「
三
峯
一
本
杉
」
へ
通
す
。「
三
峯
一
本
杉
」
は
文
字
だ
け
で

な
く
目
印
と
し
て
木
の
姿
も
描
か
れ
、
そ
の
木
は
三
峯
山
を
三
つ
の
山
で
描
く
中
で
、

南
側
の
山
と
中
央
の
山
の
間
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。「
三
峯
一
本
杉
」
よ
り
「
小
か

ら
沢
」
近
く
の
「
杉
ヶ
谷
」
の
沢
を
通
り
、「
か
ら
沢
」
を
渡
り
、「
く
ら
ほ
ね
」
と

「
上
か
ら
さ
わ
の
内
木
た
ち
」
と
書
か
れ
た
地
点
（
裁
許
文
で
は
「
上
か
ら
沢
山
之

沢
」
と
記
さ
れ
る
地
点
）
ま
で
引
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
朱
の
裁
許
線
よ

り
北
が
煤
ヶ
谷
村
分
、
南
が
七
沢
村
分
と
定
ま
っ
た
。
七
沢
村
が
山
稼
ぎ
か
ら
運
上

を
納
め
て
い
る
た
め
、
裁
許
文
で
は
「
南
は
御
運
上
之
地
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
東
の
麓
に
あ
る
二
つ
の
塚
（
〇
印
有
）
よ
り
も
北
の
新
規
畑
論
所
に

つ
い
て
は
、
既
存
分
は
そ
の
ま
ま
と
し
、
新
た
に
畑
を
作
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
た
。

　

朱
の
裁
許
線
の
上
に
は
裁
許
を
行
っ
た
人
物
の
印
が
押
さ
れ
る
が
、
そ
の
捺
印
箇

所
は
東
か
ら
裁
許
線
の
東
端
（
宮
城
）、
尾
根
道
（
北
條
）、「
か
ね
か
た
け
」
の
角

（
宮
城
）、
沢
を
越
え
た
所
（
猪
飼
）、「
大
小
屋
沢
」
と
「
木
わ
た
か
尾
」
の
東
端

（
雨
宮
）、
西
端
（
黒
川
）、「
三
峯
一
本
杉
」（
北
條
）、「
か
ら
沢
」
手
前
（
設
楽
）、

裁
許
線
の
西
端
（
宮
城
）
の
九
ヶ
所
で
あ
り
、
こ
の
九
ヶ
所
が
村
境
の
基
準
と
な
る

拠
点
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
裁
許
絵
図
は
七
沢
村
、
煤
ヶ
谷
村
、
裁
定
を
下
し
た

幕
府
（
評
定
所
）
と
三
者
で
保
管
さ
れ
た
。
こ
の
裁
許
絵
図
は
七
沢
村
に
宛
て
て
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
で
も
宛
名
（
煤
ヶ
谷
村
名
主
百
姓
中
）
が
違
う
裁
許

絵
図
が
、
煤
ヶ
谷
に
も
保
管
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。

三　

宝
暦
期
の
唐
沢
争
論

　

こ
の
時
定
め
た
境
界
は
、
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
裁
許
絵
図
は
そ
の
以
後
の

争
論
に
お
い
て
も
境
界
の
証
拠
資
料
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
急
ご
し
ら
え
で
作
成
し

た
裁
許
絵
図
の
弊
害
も
発
生
し
て
い
る
。
お
よ
そ
百
年
後
の
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）

か
ら
同
六
年
に
か
け
て
、
再
び
上
下
七
沢
村
と
煤
ヶ
谷
村
で
境
界
を
争
っ
た（

（1
（

。
双
方

の
村
が
慶
安
二
年
の
裁
許
絵
図
を
所
持
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
を
主
張
し
、

最
終
的
に
は
評
定
所
の
裁
許
を
仰
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
。
慶
安
二
年
の
裁
許
絵
図
が
七

沢
村
・
煤
ヶ
谷
村
・
評
定
所
三
者
で
再
度
検
証
さ
れ
る
機
会
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

以
下
、
久
崎
家
文
書
の
宝
暦
六
年
二
月
二
十
五
日
「
差
上
申
一
札
之
事（

（1
（

」
か
ら
訴
訟

の
内
容
を
見
て
み
た
い
。

　

論
所
と
な
っ
た
の
は
裁
許
絵
図
の
西
側
、
三
峯
一
本
杉
よ
り
「
杉
ヶ
谷
之
沢
を
く

ら
ほ
ね
と
上
か
ら
沢
山
之
沢
迄
」
で
、
七
沢
村
が
こ
の
境
界
か
ら
「
拾
町
余
北
、
下

か
ら
沢
く
ら
と
う
迄
」
入
込
ん
で
い
る
と
煤
ヶ
谷
村
が
訴
え
た
。
七
沢
村
は
、
境
界

は
「
杉
ヶ
谷
沢
落
合
よ
り
北
へ
七
百
六
拾
壱
間
半
入
込
、
夫
よ
り
く
ら
と
う
沢
を
峯

へ
丹
沢
御
林
境
迄
境
之
由
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
杉
ヶ
谷
沢
落
合
と
は
裁
許
絵
図

に
描
か
れ
る
「
か
ら
沢
」
へ
の
合
流
地
点
、
設
楽
能
利
の
印
の
あ
た
り
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
七
沢
村
の
「
三
峯
壱
本
杉
よ
り
く
ら
ほ
ね
と
上
か
ら
沢
之
間
ハ
西
に
当
り
、

先
裁
許
絵
図
に
御
朱
引
有
之
段
」
と
の
主
張
は
、
裁
許
絵
図
が
分
間
（
測
量
に
よ
る

正
確
な
図
）
で
は
な
い
た
め
、「
絵
図
面
と
場
所
引
逢
不
申
、
方
角
御
取
用
難
」
と

裁
許
絵
図
の
方
角
に
は
不
備
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、「
上
か
ら
沢
之
く
ら
と
う

沢
」
を
境
と
す
る
こ
と
は
裁
許
文
に
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
申
伝
の
み
の
無
証
拠
と

し
た
。
一
方
、
煤
ヶ
谷
村
の
主
張
す
る
境
は
「
杉
ヶ
谷
之
沢
落
合
よ
り
南
へ
百
八
拾

七
間
半
入
込
」
と
い
う
も
の
で
、
裁
許
絵
図
も
「
川
上
之
方
へ
弓
形
り
に
御
朱
引
有
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表１　「旧幕裁許絵図目録」掲載の裁許絵図名〈相模国〉
第二番長持   国郡都市村邑境界争論地所   旧幕裁許絵図目録
〇相模国

1 第壱號 慶安二年 相州愛甲郡七沢村田畑境幷山論絵図 壱枚
2 第貮號 承応元年 相州丸島村　以下蝕（虫食ヵ）　同断 壱枚
3 第三號 承応三年 相州中志村川原論　同断 壱枚
4 第四號 明和元年 相州長坂村水論　同断 壱枚
5 第五號 寛文元年 相州高倉郡上々村川原境論　同断 壱枚
6 第六號 寛文四年 同国愛甲郡川入村論　同断 壱枚
7 第七號 寛文六年 同国中郡飯山々之内成瀬五左衛門云々　蝕（虫食ヵ） 壱枚
8 第八號 寛文六年 同国愛甲郡半原村境論　同断 壱枚
9 第九號 寛文八年 同国鎌倉郡今泉村山論　同断 壱枚
10 第拾號 寛文九年 同国高座郡座間村境論　同断 壱枚
11 第拾壱號 寛文十一年 相州成瀬五左衛門代官所上川入村勝楽寺論同断 壱枚
12 第拾貮號 寛文十二年 同国妻田村河原論　同断 壱枚
13 第拾三號 延宝四年 相州岡津村境論　同断 壱枚
14 第拾四號 延宝五年 相州三浦郡大多和村浦論　同断 壱枚
15 第拾五號 延宝八年 相州鎌倉郡阿久和村津論　同断 壱枚
16 第拾六號 天和二年 相州大住郡神戸村田畑訴論　同断 壱枚
17 第拾七號 天和二年 相州愛甲郡及川村運上山論　同断 壱枚
18 第拾八號 天和三年 相州愛甲郡厚木村堰論　同断 壱枚
19 第拾九號 貞享元年 相州愛甲郡上荻野村相名寺境内論　同断 壱枚
20 第貮拾號 貞享元年 相州大住郡小稲葉村水論　同断 壹枚
21 第廿壱號 貞享二年 相州大住郡平澤村野論　同断 壱枚
22 第廿貮號 貞享三年 相州大住郡岡田村堰論　同断 壱枚
23 第廿三號 貞享四年 相州三浦郡浦賀村野論　同断 壱枚
24 第廿四號 貞享五年 相州大住郡白根村野論　同断 壱枚
25 第廿五號 元禄二年 相州大住郡東田原村山論　同断 壱枚
26 第廿六號 元禄五年 相州大住郡平塚村浦境論　同断 壱枚
27 第廿七號 元禄九年 相州愛甲郡熊坂村川境論　同断 壱枚
28 第廿八號ノ上 元禄十一年 相州愛甲郡中三田村野河原論　同断 壱枚
29 第廿八號ノ下 元禄十三年 相州足柄下郡門川村小田原境論　同断 壱枚
30 第廿九號 元禄十四年 相州三浦郡達子村境論　同断 壱枚
31 第三拾號 宝永元年 相州大隅郡中原村河原論　同断 壱枚
32 第三拾壱號 宝永二年 相州津久井県寸澤嵐村山論　同断 壱枚
33 第三拾貮號 宝永二年 相州大住郡岡田村秣場論　同断 壱枚
34 第三拾三號 宝永七年 相州大住郡西海地村水論　同断 壱枚
35 第三拾四號 宝永七年 相州大住郡堀山下村山論　同断 壱枚
36 第三拾五號 宝永七年 相州愛甲郡葉山島村山論　同断 壱枚
37 第三拾六號 享保三年 相州高倉郡社家村地境論　同断 壱枚
38 第三拾七號 享保四年 相州鎌倉郡極楽寺村山論　同断 壱枚
39 第三拾八號 享保八年 相州大住郡今泉村境論　同断 壹枚
40 第三拾九號 享保八年 相州大住郡尾尻村境論　同断 壹枚
41 第四拾號 享保十年 相州高倉郡座間村畑論　同断 壹枚
42 第四拾壱號 享保十一年 相州鎌倉郡片瀬村常立寺山論　同断 壹枚
43 第四拾貮號 享保十四年 相州三浦郡浦々村猟場論　同断 壱枚
44 第四拾三號 享保十六年 相州箱根山金剛王院境論　同断 壱枚
45 第四拾四號 元文四年 相州小田原大久保出羽守ト権現領山境論同断 壱枚
46 第四拾五號 寛保元年 相州津久井県青山村秣山論　同断 壹枚
47 第四拾六號 寛保二年 相州三浦郡森崎村秣場論　同断 壹枚
48 第四拾七號 寛保三年 相州三浦郡金田村境論　同断 壹枚
49 第四拾八號 延享二年 相州鎌倉郡西御門村地論　同断 壹枚
50 第四拾九號 延享二年 相州三浦郡公郷村海境論　同断 壹枚
51 第五拾號 延享四年 相州大住郡東冨田村境論　同断 壹枚
52 第五拾壱號 延享四年 相州大住郡戸川村山論　同断 壹枚
53 第五拾貮號 安永二年 相州鎌倉郡腰越村魚猟論　同断 壹枚
54 第五拾三號 安永八年 相州津久井県青野原村山論　同断 壹枚

国立国会図書館所蔵「旧幕府裁許絵図目録」〈802-36〉より作成。他国の項にあるものは掲載していない。
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之
」
と
裁
許
線
が
上
流
へ
少
し
膨
ら
む
形
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
符
合
し
て
い
る

と
し
て
、
煤
ヶ
谷
村
の
主
張
が
採
用
さ
れ
た
。
ま
た
、
裁
許
絵
図
に
描
か
れ
る
論
所

近
く
の
「
地
獄
谷
」
は
、
実
際
は
宮
ヶ
瀬
村
境
に
あ
る
も
の
で
、
裁
許
絵
図
の
描
写

に
は
誤
り
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
た
。

　

こ
の
時
も
争
っ
て
い
る
の
は
裁
許
絵
図
の
朱
の
裁
許
線
の
解
釈
で
あ
り
、「
慶
安

二
丑
年
御
裁
許
絵
図
御
朱
引
と
場
所
引
逢
候
間
、
弥
先
御
裁
許
通
相
心
得
」
と
、
慶

安
二
年
の
裁
許
絵
図
に
従
う
と
い
う
姿
勢
は
崩
さ
れ
な
か
っ
た
。

四　
「
旧
幕
裁
許
絵
図
目
録
」

　

幕
府
に
よ
る
裁
定
を
示
す
重
要
な
証
拠
書
類
で
あ
る
裁
許
絵
図
は
、
幕
府
側
に
お

い
て
も
保
管
さ
れ
て
い
た
が
、
残
念
な
が
ら
評
定
所
関
係
資
料
は
関
東
大
震
災
で
焼

失
し
、
現
在
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
幕
府
諸
役
所
の
資
料
の
う
ち
、

東
京
府
か
ら
帝
国
図
書
図
書
館
を
経
て
現
在
国
会
図
書
館
が
所
蔵
す
る
「
旧
幕
府
引

継
書
」
内
の
「
旧
幕
裁
許
絵
図
目
録（

（1
（

」
に
よ
り
、
幕
府
よ
り
司
法
省
へ
引
き
継
が
れ

た
裁
許
絵
図
の
名
称
が
確
認
で
き
る
。
下
巻
に
は
跋
文
が
あ
り
、
明
治
政
府
の
書
庫

に
は
幕
府
か
ら
引
き
継
い
だ
膨
大
な
書
類
が
あ
っ
た
こ
と
、「
頃
者
。
大
丞
嘱
以
糾

正
之
事
。」
に
よ
り
そ
の
整
理
が
試
み
ら
れ
、
明
治
九
年
十
月
、
御
用
掛
の
木
村
正

辞
、
中
録
菊
池
駿
助
の
二
名
が
そ
の
任
に
当
た
っ
た
こ
と
、「
国
郡
山
川
都
市
村
邑
。

裁
断
其
諍
界
之
図
書
数
百
帖
。」
が
あ
り
、
整
理
し
、
五
櫃
に
収
納
し
、
書
名
目
録

三
冊
に
ま
と
め
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
こ
の
目
録
を
見
る
と
、
一
五
三
九

枚
も
の
絵
図
が
国
ご
と
に
、
年
代
順
に
番
号
を
振
り
整
理
さ
れ
、
五
棹
の
長
持
に
収

納
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
浦
周
行
の
「
失
は
れ
た
る
近
世
法
制
史

料
」
に
よ
る
と
「
評
定
所
記
録
は
総
数
七
千
百
五
十
五
冊
（
司
法
省
の
調
査
に
て
は

一
冊
多
し
）
付
属
の
絵
図
千
五
百
三
十
八
枚
（
司
法
省
の
調
査
に
て
は
千
五
百
四
枚
）

の
多
き
に
達
せ
り
」
と
あ
り（

（1
（

、
こ
の
目
録
の
絵
図
の
枚
数
と
凡
そ
合
致
す
る
。

　
「
旧
幕
裁
許
絵
図
目
録
」
に
は
裁
許
絵
図
の
成
立
年
と
裁
許
絵
図
の
名
称
・
枚
数

が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
相
模
国
は
五
十
四
枚
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
表
1
）。
今
回

紹
介
し
た
裁
許
絵
図
は
相
模
国
の
項
の
冒
頭
に
、

「（
朱
書
）

第
壱
號
」

慶
安
二
丑
年　

一
、
相
州
愛
甲
郡
七
澤
村
田
畑
境
并
山
論
絵
図　
　
　

壱
枚

と
記
載
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
確
認
で
き
る
す
べ
て
の
裁
許
絵
図
が
「
旧
幕
裁
許

絵
図
目
録
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
裁

許
絵
図
も
多
数
存
在
す
る（

（1
（

こ
と
か
ら
、
幕
府
が
重
要
ま
た
は
必
要
で
あ
る
と
判
断
し

た
も
の
を
保
管
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
絵
図
は
幕
府
が
認
め
た
相
模

国
で
一
番
古
い
裁
許
絵
図
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
久
崎
家
文
書
「
七
沢
村
と
煤
ヶ
谷
村
田

畑
境
并
山
論
裁
許
絵
図
」
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
慶
安
二
年
検
使
巡
見
の
際
に
作
成

さ
れ
た
裁
許
絵
図
で
あ
り
、
急
遽
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
特
異
な
裁
許
絵

図
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
し
か
し
、
同
所
で
起
こ
っ
た
宝
暦
期
の
争
論
に

お
い
て
は
、
こ
の
絵
図
に
つ
い
て
分
間
で
は
な
い
こ
と
や
方
角
の
不
備
が
指
摘
さ
れ

な
が
ら
も
、
基
本
的
に
朱
で
描
か
れ
た
裁
許
線
に
従
う
姿
勢
は
崩
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
ま
た
、
こ
の
絵
図
は
「
旧
幕
裁
許
絵
図
目
録
」
に
も
掲
載
さ
れ
、
幕
府
も
重
要

ま
た
は
必
要
と
認
識
し
て
い
た
。

　

幕
府
が
な
ぜ
こ
の
絵
図
を
重
要
ま
た
は
必
要
と
判
断
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。
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註（
1
）
寛
永
十
年
八
月
一
日
「
麻
生
村
王
禅
寺
村
秣
場
出
入
裁
許
絵
図
」（
志
村
幸
雄
氏
所
蔵
）
の
よ

う
に
、
絵
図
面
に
裁
許
文
を
記
し
た
も
の
も
あ
る
。

（
2
）「
七
沢
村
・
煤
ヶ
谷
村
田
畑
山
論
絵
図
」
の
名
で
『
厚
木
市
史
』
近
世
資
料
編
（
4
）
村
落
2

（
厚
木
市 
二
〇
〇
七
年
）
資
料
番
号
四
五
五
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
絵
図
写
真
の
掲
載
も
あ

る
が
、
モ
ノ
ク
ロ
で
資
料
の
折
れ
が
目
立
ち
、
詳
細
確
認
は
難
し
い
。

（
3
）
宮
原
一
郎
「
近
世
前
期
の
争
論
絵
図
と
裁
許
─
関
東
地
域
に
お
け
る
山
論
・
野
論
を
中
心
に

─
」（『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
三
十
七
号 

二
〇
〇
三
年
）。

（
4
）
宮
原
一
郎
「
近
世
前
期
の
幕
府
裁
許
と
訴
訟
制
度
─
関
東
地
域
に
お
け
る
山
論
・
野
論
を
中

心
に
─
」（『
徳
川
林
政
史
研
究
所
紀
要
』
三
十
八
号 

二
〇
〇
四
年
）。

（
5
）
後
年
の
裁
許
状
よ
り
下
野
国
も
廻
村
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
と
前
掲
（
註
3
）
宮
原
論
文
に

は
あ
る
。

（
6
）
前
掲
（
註
3
）
宮
原
論
文
で
は
「
十
五
件
が
確
認
で
き
た
」
と
あ
る
が
、
論
文
掲
載
の
表
五

に
は
十
六
件
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）
裁
許
線
の
朱
と
区
別
す
る
た
め
か
、
道
の
赤
は
か
な
り
薄
い
色
で
塗
ら
れ
て
い
る
。

（
8
）
慶
安
二
年
四
月
「
座
間
村
・
鶴
間
村
境
論
裁
許
証
文
（
幕
領
）」（『
座
間
市
史
』
2
近
世
資
料

編 

座
間
市 

一
九
九
一
年
）
資
料
番
号
五
九
。

（
9
）
慶
安
二
年
四
月
二
十
八
日
「
柳
嶋
村
・
南
湖
村
浜
争
論
裁
許
状
」（『
茅
ヶ
崎
市
史
』
1　

資

料
編
（
上
）
茅
ヶ
崎
市 

一
九
七
七
年
）
資
料
番
号
九
八
。

（
10
）
清
川
村
煤
ヶ
谷
山
田
明
氏
所
蔵
資
料 

冊
－
3
（『
神
奈
川
県
古
文
書
所
在
目
録
第
十
二
集
』

神
奈
川
県
立
文
化
資
料
館 

一
九
八
九
年
）（
以
下
『
県
目
録
』
と
略
）。
神
奈
川
県
立
公
文
書

館
所
蔵
神
奈
川
県
史
撮
影
資
料
で
確
認
。
資
料ID

2201915010

。

（
11
）
宝
暦
二
－
五
年
「
愛
甲
郡
煤
ヶ
谷
村
・
七
沢
村
入
会
唐
沢
山
境
争
論
一
件
訴
状
お
よ
び
内
済

証
文
」（『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
7 

近
世
（
4
）
幕
領
2 

神
奈
川
県 

一
九
七
六
年
）
資
料

番
号
四
四
九
。『
県
目
録
』
清
川
村
煤
ヶ
谷
山
田
明
氏
所
蔵
資
料 

山
林
・
炭
－
一
四
七
・
一

五
三
・
一
五
六
・
一
五
九
・
一
六
二
。

（
12
）
宝
暦
六
年
二
月
二
十
五
日
「
差
上
申
一
札
之
事
」（
当
館
所
蔵
久
崎
家
文
書
）、
こ
の
文
書
の

写
（『
県
目
録
』
清
川
村
煤
ケ
谷
山
田
明
家
所
蔵
資
料 

山
林
・
炭
－
一
六
五
）
は
『
清
川
村

史
』
資
料
編
（
清
川
村　

二
〇
一
六
年
）
に
所
収
。
資
料
番
号
四
一
。

（
13
）
現
在
国
会
図
書
館
で
の
資
料
名
は
「
旧
幕
府
裁
許
絵
図
目
録
」
で
あ
り
、
甲
乙
の
二
巻
本

〈B150 

K9
－
4
〉、
上
中
下
の
三
巻
本
〈
802
－
36
〉
が
存
在
す
る
。
跋
文
よ
り
三
冊
本
が
原
本

に
近
い
形
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
三
冊
本
の
各
表
紙
（
二
冊
本
表
紙
は
「
旧
幕
府
裁
許
絵

図
目
録
」）、
文
中
と
も
に
「
旧
幕
裁
許
絵
図
目
録
」
の
名
称
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

本
稿
で
は
「
旧
幕
裁
許
絵
図
目
録
」
と
し
た
。
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

で
確
認
（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2606958　

令
和
四
年
十
月
二
十
日
閲
覧
）。

（
14
）
山
本
英
二
「
論
所
裁
許
の
数
量
的
考
察
」（『
徳
川
林
政
史
研
究
所
紀
要
』
二
七
号 

一
九
九
三

年
）。

（
15
）
右
同
山
本
論
文
。
山
本
氏
は
三
浦
周
行
「
失
は
れ
た
る
近
世
法
制
史
料
」『
法
制
史
の
研
究 

続
』（
岩
波
書
店　

一
九
二
五
年　

一
三
九
二
頁
）
を
引
か
れ
、
こ
の
一
五
三
八
枚
の
絵
図
が

「
旧
幕
裁
許
絵
図
目
録
」
掲
載
の
絵
図
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
「
絵
図
の
伝
来
状

況
が
評
定
所
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の
か
、
寺
社
奉
行
所
に
お
い
て
収
集
さ
れ
た
も
の

な
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
」（
一
六
八
頁
）
と
も
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）
慶
安
三
年
「
中
和
田
・
座
間
秣
場
争
論
裁
許
絵
図
写
」（『
相
模
原
市
史 

文
化
財
編
』
相
模
原

市 

二
〇
一
五
年
）
図
7
－
1
－
14
、
寛
文
四
年
「
相
州
高
座
郡
小
和
田
村
と
茅
ヶ
崎
村
漁
場

争
論
裁
許
絵
図
」（『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
9
近
世
（
6
）
付
録
）
ほ
か
。

付
記　

本
報
告
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
２
２
Ｋ
０
０
８
８
５
の
助
成
を
受
け
た
研

究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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